
◆この計画は、地域の保育サービスの質と量を確保し、子どもや家庭を支援する具体的施策を定める内容で、自治体ごとに作成する。

◆自治体が国から各種子育て施策に係る補助金を受ける際は、この計画を作成・提出して事前に国の採択を受ける必要がある。

・この計画は主に待機児童解消を目的に平成25年度から各自治体での作成が始まり、名称を変えながら現在の計画に至る。

・計画の内容は、「保育需要の見込み」や、それに対応する「整備量（利用定員数）」、「地域が抱える課題とその対応策」など。

・計画初年度に最終年度までの見込み値を含めて作成し、２年目以降も年度ごとに国の採択を受ける必要あり。

・上図のとおり、全国的な待機児童の減少傾向を受けて、計画の主な目的が「保育の量」から「保育の質」の確保に変わっている。

2.令和8年度からの変更内容

・次回、令和8年3月開催予定の郡山市子ども・子育て会議

にて当該計画の説明を行い、承認をお願いする予定。

1.計画の概要

3.今後の予定

資料（当日配布）②「保育提供体制確保のための実施計画」について

・計画を国へ提出するにあたり、各自治体の

子ども・子育て会議等での承認が必要となった。

保育提供体制確保のための実施計画
（目標：質の高い保育、保育人材育成等）
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